
感染拡大を抑制し社会経済活動を継続するための対策期間
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【要請期間】 令和５年２月17日（金） ～ 令和５年２月28日（火）

基本的な
考え方

感染拡大を抑制し、社会経済活動を継続するため、新型インフルエンザ等対策特
別措置法（以下「法」という。）第24条第９項により県民・事業者等に対して必要な協
力を要請するとともに、働きかけを行う。

区 域 沖縄県全域

令和５年２月16日沖縄県新型コロナウイルス感染症対策本部決定
令和５年２月17日適用 沖縄県対処方針

現 況

沖縄県における直近１週間の新規陽性者数は、１月12日から減少傾向が続いており、それに伴い病床
使用率も改善傾向にあります。

しかしながら、インフルエンザ患者数の増加が一因となり、一部の医療機関では、救急外来や一般外来
の制限を設けております。

また、入院医療においても、インフルエンザ患者の入院により一般病床とコロナ病床の調整が思うように
いかない状況が報告されるなど、外来医療と入院医療に負荷がかかったままとなっております。

感染を抑制し、医療ひっ迫の解消を確実なものとするために、県民・事業者の皆様におかれましては、引
き続き県の方針に沿った取組をよろしくお願いします。

県の方針
警戒レベル２を維持しつつ、感染対策とワクチン接種を呼びかける。

また、重症化リスクや症状等に応じた受診の呼びかけを行う。

感染拡大時
（レベル３移行時）

の対応

感染が拡大し警戒レベル３に移行した場合は、医療ひっ迫防止対策強化宣言を行い、県民
や事業者等に対して医療ひっ迫を防ぐための協力要請・呼びかけを実施する。

【協力要請・呼びかけ例】
・ 大人数の会食や大規模イベントへの参加は見合わせることを含めて慎重に検討判断する。
・ 濃厚接触者となった医療従事者が待機期間中であっても抗原定性検査を行い医療に従事できるよう、
医療機関においては可能な限り対応する。

・ 高齢者施設等の利用者に対して一時帰宅時等の節目でのＰＣＲ等検査を行う。 等



県民・事業者の皆様におかれましては、感染への備えと感染対策のご協力を
お願いします。

重症化予防効果が期待されるワクチン接種を、積極的に
検討してください。

日頃から３密を回避し、換気・適切なマスクの着脱・手指
消毒・毎日の健康観察を習慣化しましょう。

会食や友人との交流の際は、できるだけ大人数、長時間
の集まりを控えてください。

発熱、のどの痛み、咳、鼻水など、少しでも症状がある場
合、通勤、通学、外出、会食を控えてください。

県民の皆様へのお願い
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子どもが集まる場面（学童、学習塾等）では、換気や場面に応じた適切なマスクの着脱などの感染対策を大人がチェックすること。

できるだけ同居家族やいつも一緒にいる方と会食を行うこと。大人数で会食を実施する場合は、できるだけ検査で陰性を確認すること。

大人数でマスクを外すイベントは控える、又は検査で陰性を確認しましょう。

会食にあたっては「感染防止対策認証店」を利用し、感染防止対策が徹底されていない飲食店等の利用は控えること。

感染防止対策認証店以外の店を利用する場合、４人以下２時間以内で行うこと。

換気、場面に応じた適切なマスクの着脱、手指消毒、毎日の健康観察を習慣化しましょう（特に、高齢者、基礎疾患を有する方、妊婦）。

感染に備え、家庭には、少なくとも３日分の食料と医療用（一般用）の抗原検査キット、解熱剤等の医薬品を常備しましょう。

感染対策を心がけ、「密集・密接・密閉」を回避するようお願いします

できるだけ大人数、長時間の集まりを控え、屋内や会話する場面ではマスクを着用しましょう

オミクロン株対応ワクチンの接種をお願いします（組換えタンパクワクチンであるノババックスワクチンの接種も可能です）

発熱、のどの痛み、咳、鼻水など、少しでも症状がある場合、通勤、通学、外出、会食を控えてください

風邪症状を認めるときには、１週間程度は重症化リスクの高い高齢者、妊婦等には会わないように注意してください。

高齢者や妊婦、透析患者を含めかかりつけ医がいる方はかかりつけ医を利用し、症状がつらい方（水分がとれない等）で受診を希望
する方は、県の発熱コールセンターに相談してください。

軽症であれば医療用（一般用）の抗原検査キットを活用し、市販薬で自宅療養してください。

救急医療を守るため、軽症の場合や検査目的での救急病院の受診は控えるとともに、救急車の適正利用をお願いします。

12歳以上の対象者につきましては、重症化予防効果と今後の変異株に対する有効性が期待されるオミクロン株対応ワクチンの接種を、
積極的に検討してください。生後６か月以上12歳未満の対象者も接種の検討をお願いします。

ワクチン接種を最新の状態にすることで、重症化等のリスクが低下します。高齢者施設等の入居者やデイサービスの利用者は、集団感
染のリスクが高いため、未接種者は、是非、接種の検討をお願いします。

• 季節性インフルエンザが流行しています。インフルエンザワクチンの接種もお願いします。
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法24条第９項 協力要請
• 法によらない協力依頼

❷ 日頃から

➌ 会食や友人との交流の際は

❹ 体調不良のときは

➊ ワクチン接種は
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来訪者（沖縄への来訪を検討している）の皆様へ

来県前には、十分な健康観察を徹底した上でお越しください。体調不良の際には来県を延期いただき、改めての来県をお待ちしておりま
す。また、来県前・来県時においては、基本的な感染対策の徹底をよろしくお願いします。

修学旅行で来県される方々は、感染防止対策を徹底した上で、別途「沖縄修学旅行防疫観光ガイドライン」等に基づいた行動をお願いし
ます。

その他、旅行等で、来県する前には、 旅行開始の２週間前までにワクチン接種を最新の状態にすることを推奨します。

帰省や民泊、イベント参加など旅先での感染リスクが高い場合、ＰＣＲ等検査で陰性を事前に確認してください。

持病のある方は、旅行中無理をせず体調管理を心がけましょう。また、ご自身が日頃処方されている薬を把握し、来県する際には、持病
の薬を旅行日程分より多めに持参してください。

沖縄県新型コロナ対策パーソナルサポート（RICCA）で、感染状況など情報を発信しておりますので、ご活用ください。

沖縄滞在中に体調不調や発熱があった場合は、旅行者専用相談センター沖縄にご相談ください。
【旅行者専用相談センター沖縄（「TACO」：Traveler’s Access Center Okinawa）】

電話番号：098－840－1677 運営時間：8:00～21:00（年中無休）

【来訪前：法によらない協力依頼】
【来訪後：法24条第９項 協力要請】



飲食店等の皆様へ

対象施設
〔飲食店〕飲食店（宅配・テイクアウトを除く）
〔遊興施設・結婚式場等〕バー、カラオケボックス、結婚式場等で食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗

要請内容

○沖縄県感染防止対策認証店については、引き続き、業種別ガイドラインの遵守など、感染防止対策を徹底し、「安全・安心
な店」づくりをお願いします。

①店舗内の衛生管理：店内の十分な換気を行うことや、お客様が触れる場所・器具の消毒

②従業員等の安全衛生管理：従業員の就業前の日々の検温等体調管理の徹底、ワクチン接種推奨

③お客様の安全：入店時の検温、手指消毒の徹底、余裕をもった配席など

（軽度であっても発熱その他の症状のある方の入店のお断りや、お客様への感染防止対策の協力の周知） 等

○沖縄県感染防止対策認証店以外の店舗については、同一グループ・同一テーブル原則４人以下とすること。

●沖縄県感染防止対策認証店以外の店舗については、利用者に利用時間を２時間以内とする呼びかけをお願いします。

○沖縄県感染防止対策認証店以外の店舗については、感染防止対策を徹底し、早期に「沖縄県感染防止対策認証制度（第
三者認証）」を取得することを推奨します。
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【○：法24条第９項 協力要請】
【●：法によらない協力依頼】



主催者は、業種別ガイドラインの遵守を徹底すること。

令和５年３月13日以後にイベントの開催を予定している場合は、令和５年２月10日付けで内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推
進室長から発出された事務連絡「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」の感染
防止策を参考に対策に取り組むこと（マスク着用に関する感染対策等が変更されています）。

参加者が5,000人超かつ収容率50％超のイベント （ 収容定員が設定されていない場合においては、5,000人超の参加が見込まれ、かつ
十分な人と人との間隔が確保できない（身体的距離が１ｍ確保できない）イベント） については、主催者がイベント開催の２週間前までを
目途に具体的な対策内容を記載した「感染防止安全計画」を作成し、県へ提出すること。

県が求める要請を満たさない場合は、要請に沿って見直すか又は自粛すること。

全国的な感染拡大やイベントでのクラスターが発生し、国が収容率要件、人数上限の見直し等を行った場合には、迅速に対応すること。

多くの人が集まるイベントについては、来場者に対し、ワクチン接種を最新の状態にするか又は事前のPCR等検査での陰性確認を勧奨
すること。

飲食を提供する場合、主催者は会場内に飲食するエリアを指定して、それ以外の場所では飲食しないよう求めること。また、飲食時の感
染対策（食事中以外のマスク着用等）を徹底するよう周知すること。

アルコールを提供する場合は、指定された飲食エリア以外では飲酒しないよう求めるとともに、飲食エリア内であっても長時間の飲酒や
飲食時の大声など感染リスクの高い行動を防ぐための呼びかけを行うなど、適切な感染対策をお願いします。

感染防止安全計画を策定しないイベントについては、チェックリストの作成等を通して感染対策を徹底すること。
（詳細は「イベントの開催制限について（https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/chijiko/kohokoryu/koho/20200828.html）」を確認）

イベントの開催について

イベント主催者等に対して、規模要件等（人数上限・収容率等）に沿った開催をお願いします。
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施設の収容定員

5,000人以下 5,000人超～10,000人以下 10,000人超

収容定員まで可
収容定員まで可 （感染防止安全計画を作成した場合）

5,000人まで可 収容定員の半分まで可

【法24条第９項 協力要請】



特措法施行令第11条第１項に規定する運動施設、遊技場、映画館、ショッピングセンター等の施設に以下の感染対策を実施すること。

業種別ガイドラインの遵守等、感染防止対策の徹底

入場者が密集しないよう整理・誘導 （特に集客イベントを実施する場合は、密集・密接しないように取り組むこと）

入場者へマスクの着用徹底等の呼びかけ

会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置

（特にフードコートについて、アクリル板等の設置又は座席の間隔の確保、換気の徹底などの措置）

従業員の体調管理を徹底し、体調の悪い方は、出勤しない・させないこと。

従業員が陽性者や濃厚接触者となった場合等において、当該従業員を出勤させる際にPCR等検査の陰性証明を求めないこと。

在宅勤務（テレワーク）、テレビ会議、時差通勤の拡大など、通勤・在勤時の密を防ぐ取組をすること。

事業継続が求められる業種は、事業継続計画（ＢＣＰ）の策定や再点検を行うこと。

業種別に定める新型コロナウイルス感染症予防対策ガイドラインを遵守すること。

職場でワクチン接種を勧奨すること（接種しやすい環境の整備をお願いします）。

子どもの自宅療養や小学校等の臨時休業に対応するため、従業員が看護や世話をしやすい環境を整備すること （ 小学校休業等対応
助成金等の活用による従業員の有給休暇制度の創設等をお願いします）。

換気扇の常時稼働や窓開けの追加など、エアロゾル感染に対応した屋内の効果的な換気等を行う。

事業者の皆様へ

商業施設、集客施設の皆様へ

【法24条第９項 協力要請】

【法24条第９項 協力要請】

高齢者施設、障害者施設へのお願い

従業員の体調管理を徹底し、体調の悪い方は、出勤しない・させないこと。

「高齢者施設・障害者施設における新型コロナウイルス感染症対策マニュアル（沖縄県コロナ対策本部）」及び 「介護現場における感染
対策の手引き（厚生労働省）」に基づき対応すること。

クラスターが起こりうることを前提に事業継続計画（ＢＣＰ）の策定に努め、陽性者の周囲への一斉検査を実施すること。

換気扇の常時稼働や窓開けの追加など、エアロゾル感染に対応した屋内の効果的な換気等を行う。

事前の検査など感染防止対策を行った上での面会を実施すること。面会は利用者・家族にとって重要であることから、地域における発生
状況や、体調・ワクチン接種歴・検査結果等も考慮し、対面での面会を含めた対応を検討すること。

従業員向け定期検査を行い、利用者にワクチン接種を勧奨すること（接種しやすい環境の整備をお願いします） 。

【法24条第９項 協力要請】

7



衛生管理マニュアル等を踏まえた対応を基本とし、換気扇の常時稼働や窓開けの追加など、エアロゾル感染に対応した屋内の効果的な
換気を行うとともに、屋外で周囲に人がいなければマスクを外すなど場面に応じた適切なマスクの着脱を周知する。

卒業式においては、令和５年２月１０日付け文部科学省初等中等教育局長通知「卒業式におけるマスクの取扱いに関する基本的な考え
方について」に沿った対応をお願いします。

健康観察表や健康観察アプリなども活用しながら、教職員及び児童生徒等の健康観察を徹底し、体調不良時は出勤、登校及び部活動
等を控えるよう周知すること。

部活動は、感染対策を徹底し、活動開始時・各種大会前には健康チェックを行うこと。

部活動の実施中以外の練習場所や部室等の共用エリアの利用、部活動前後の集団で飲食する場面やバスなどでの移動に当たっては、
マスクの着用を含めた感染対策を徹底すること。

未就学児・小中学生・高校生の有症状者及びその濃厚接触者となりうる同居家族が、自宅で抗原定性検査が実施できる「ＲＡＤＥＣＯ」の
活用を促進すること。

教職員や児童生徒等が陽性者や濃厚接触者となった場合等において、当該教職員等を出勤、登校させる際にPCR等検査の陰性証明を
求めないこと。

学校等へのお願い
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各市町村における県と連携した取組の実施

防災無線、広報車等を活用した地域住民への感染対策の周知啓発及び自治会等への協力の呼びかけ。

市町村におかれましては、オミクロン株対応ワクチン等を希望する方が接種できるよう、引き続き体制整備をお願いします。

ケアマネージャーをはじめ介護福祉関係者を通じて、要介護高齢者の接種状況の確認と接種の勧奨をお願いします。

地元市町村で行われるイベントについて、県の基準を満たさないものは、対処方針の要請に沿って見直すか自粛を促すこと。

【法24条第９項 協力要請】

【法24条第９項 協力要請】



１．着用は個人・事業者の判断へ

○これまで、行政がマスクを着用すべき場面を定め、
マスク着用を呼びかけてきましたが、３月13日以後
は、マスク着用を個人・事業者の判断に委ねる形に
変わります。

○事業者において、感染対策又は事業上の理由から
利用者又は従業員にマスク着用を求めることは許
容されるとしております。

２月10日に政府の新型コロナウイルス感染症対策本部において、「マスク着用の考え方の見直し等について」が
決定されました。

なお、学校におけるマスク着用の考え方の見直しは、４月１日から適用されます。
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○症状がある者、検査陽性の者、同居家族に陽性者
がいる者が、通院等やむを得ず外出をする時には、
周囲の者に感染を広げないため、人混みは避け、
マスクの着用をお願いします。

○また、マスク着用の考え方が見直されても、感染症
法上の位置づけが変更されるまでの間は、引き続
き、検査陽性者や濃厚接触者は外出自粛をお願い
します。

３．症状がある場合、必ずマスク着用 ! 

２．着用が効果的な場面の周知等

○高齢者等重症化リスクの高い者への感染を防ぐた
め、マスク着用が効果的な下記の場面では、マスク
の着用を推奨します。

医療機関受診時

高齢者等重症化リスクが高い者が多く入院・生活す
る医療機関や高齢者施設等への訪問時

通勤ラッシュ時等混雑したモノレールやバスに乗車
する時

４．引き続き基本的な感染対策への

○マスク着用の考え方が見直されても、基本的な感染
対策は重要です。

○引き続き、「密集・密接・密閉」の回避、換気、手指消
毒などの感染対策をお願いします。

○毎日の健康観察を行い、発熱、のどの痛み、咳など
少しでも症状がある場合、外出を控えてください。

ご協力をお願いします

３月13日からマスク着用の考え方が変わります !
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マスク着用の考え方の見直し等について 
 

令和５年２月 10 日 
新型コロナウイルス感染症対策本部決定 

 
１．マスク着用の考え方の見直しについて 
 
（１）見直しの概要 
 新型コロナウイルス感染症対策におけるマスクについては、屋

内では基本的にマスクの着用を推奨するとしている現在の取
扱いを改め、行政が一律にルールとして求めるのではなく、個
人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを
基本とし、政府は各個人のマスクの着用の判断に資するよう、
感染防止対策としてマスクの着用が効果的である場面などを
示し、一定の場合にはマスクの着用を推奨する。 

 このマスク着用の考え方の見直しは、円滑な移行を図る観点か
ら、国民への周知期間や各業界団体及び事業者の準備期間等も
考慮して３月１３日から適用するほか、学校におけるマスク着
用の考え方の見直しは４月１日から適用することとし、それま
での間はこれまでの考え方（※１）に沿った対応をお願いする。 
 

※１ 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（令和３年 11 月 19
日新型コロナウイルス感染症対策本部決定）（抜粋） 

・屋内において、他者と身体的距離（２m以上を目安）がとれない場合、
他者と距離がとれるが会話を行う場合、屋外において他者と距離がとれ
ず会話を行う場合は、マスクの着用を推奨する。また、高齢者等との面
会時や病院内など、重症化リスクの高い者と接する場合にはマスクの着
用を推奨する。マスクは不織布マスクを推奨する。なお、屋内において
他者と身体的距離がとれて会話をほとんど行わない場合は、マスク着用
は必要ない。 

・屋外において、他者と身体的距離が確保できる場合、他者と距離がとれ

【参考資料①】
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ない場合であっても会話をほとんど行わない場合は、マスクの着用は必
要なく、特に夏場については、熱中症予防の観点から、マスクを外すこ
とを推奨する。 

・また、乳幼児(小学校に上がる前の年齢)のマスクの着用には注意が必要
であり、特に２歳未満では推奨されない。２歳以上の就学前の子供につ
いても、個々の発達の状況や体調等を踏まえる必要があることから、他
者との身体的距離にかかわらず、マスク着用を一律には推奨しない。な
お、本人の体調がすぐれず持続的なマスクの着用が難しい場合は、無理
に着用する必要はなく、マスクを着用する場合は、保護者や周りの大人
が子供の体調に十分注意した上で着用すること。 

 
（２）着用が効果的な場面の周知等 
 高齢者等重症化リスクの高い者への感染を防ぐため、マスク着

用が効果的な下記の場面では、マスクの着用を推奨する。 
 医療機関受診時 
 高齢者等重症化リスクが高い者が多く入院・生活する医療機

関や高齢者施設等への訪問時 
 通勤ラッシュ時等混雑した電車やバス（※２）に乗車する時

（当面の取扱） 
※２ 概ね全員の着席が可能であるもの（新幹線、通勤ライナー、高速
バス、貸切バス等）を除く。 

 そのほか、新型コロナウイルス感染症の流行期に重症化リスク
の高い者が混雑した場所に行く時については、感染から自身を
守るための対策としてマスクの着用が効果的であることを周
知していく。 

 
（３）症状がある場合等の対応 
 症状がある者、新型コロナウイルス感染症の検査陽性の者、同

居家族に陽性者がいる者は、周囲の者に感染を広げないため、
外出を控える。通院等やむを得ず外出をする時には、人混みは
避け、マスクを着用する。 
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（４）学校における対応 
 学校教育活動の実施に当たっては、マスクの着用を求めないこ

とを基本とする。 
 併せて、下記を教育委員会・学校等に対して周知していくとと

もに、適切な対応を求めることとする。 
 基礎疾患等の様々な事情により、感染不安を抱き、引き続きマ

スクの着用を希望する児童生徒に対して適切に配慮するとと
もに、換気の確保等の必要な対策を講じること。 

 地域や学校における新型コロナウイルス感染症やインフルエ
ンザの感染状況等に応じて、学校・教員が児童生徒に対して着
用を促すことも考えられるが、そのような場合も含め、児童生
徒や保護者等の主体的な判断が尊重されるよう、着脱を強い
ることがないようにすること。 

 上記の見直し時期にかかわらず、4月 1日より前に実施される
卒業式におけるマスクの着用については、卒業式の教育的意義
を考慮し、児童生徒等はマスクを着用せず出席することを基本
とし、その際の考え方を示すこととする。 
 

（５）医療機関や高齢者施設等における対応 
 高齢者等重症化リスクが高い者が多く入院・生活する医療機関

や高齢者施設等の従事者については、勤務中のマスクの着用を
推奨する。 

 
（６）事業者における対応 
 マスクの着用は個人の判断に委ねられるものであるが、事業者

が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員に
マスクの着用を求めることは許容される。 

 各業界団体においては、1．及び２．の方針に沿って「業種別ガ
イドライン」の見直しを行い、現場や利用者へ周知する。 
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（７） 留意事項 
 マスクを着用するかどうかは、個人の判断に委ねることを基本

とし、本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよ
う、個人の主体的な判断が尊重されるよう周知していく。 

 子どもについては、すこやかな発育・発達の妨げとならないよ
う配慮することが重要であり、保育所等に対してもマスク着用
の考え方を周知する。 

 なお、感染が大きく拡大している場合には、一時的に場面に応
じた適切なマスクの着用を広く呼びかけるなど、より強い感染
対策を求めることがあり得る。ただし、そのような場合におい
ても、子どものマスク着用については、健康面等への影響も懸
念されており、引き続き、保護者や周りの大人が個々の子ども
の体調に十分注意する必要がある。 

 
２．基本的な感染対策について 
 マスク着用の考え方の見直し後であっても、新型コロナウイル

ス感染症対策の基本的対処方針（令和３年 11月 19日新型コロ
ナウイルス感染症対策本部決定。以下「基本的対処方針」）に基
づく基本的な感染対策は重要であり、引き続き、「三つの密」の
回避、「人と人との距離の確保」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」
等の励行をお願いする。 

 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染症の予防及び感
染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114
号。以下「感染症法」という。）上の位置づけが変更された以降
は、基本的対処方針及び「業種別ガイドライン」は廃止となり、
個人及び事業者は自主的な感染対策に取り組むこととなる。政
府は、感染症法上の位置づけ変更後も、自主的な感染対策につ
いて必要となる情報提供を行うなど、個人及び事業者の取組み
を支援していく。 
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本日、基本的対処方針が一部変更され、感染防止策としてのマスク着用

の考え方の見直しがなされ、令和５年３月 13 日から適用することとさ

れたこと等を踏まえ、令和５年１月 27 日事務連絡について、令和５年

３月 13 日以降の「その他の都道府県」におけるイベントにおける基本

的な感染対策の見直し等を行いましたので、改定版の事務連絡を通知

します。 
 

事 務 連 絡 
令和５年２月 10 日 

各都道府県知事 殿 

各府省庁担当課室 各位 

内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長 

 

基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、 

施設の使用制限等に係る留意事項等について 

 

令和５年２月10日、新型コロナウイルス感染症対策本部において、「マ

スク着用の考え方の見直し等について」が決定されたこと及び「新型コ

ロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（以下「基本的対処方針」と

いう。）が一部変更されたこと等を踏まえ、都道府県対策本部において法

に基づく適正な運用がなされるよう、下記のとおり、３月13日以降のイ

ベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等を示す。感染状

況に応じたイベント開催制限等の概要は別紙１、イベント開催等におけ

る必要な感染防止策は別紙２、感染防止安全計画策定等に係る事務手続

きフローは別紙３、オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策について

は別紙４、効果的な換気のポイントについては別紙５のとおり。 

なお、感染状況や新たな知見が得られる等の状況に応じ、通知内容を

見直す場合があることにも留意されたい。 

 

記 

 

１．イベントの開催制限 

（１）特定都道府県 

ア． イベントの開催制限の目安等 

【参考資料②】
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(ア)基本的対処方針三（５）１）等に基づき、イベント開催の目安を 

以下のとおりとする。特定都道府県は、以下を目安とする規模要件

等を設定し、それに基づいたイベント(開催される施設等の種類を問

わない。以下同様とする。）の開催をイベント主催者等に対して、法

第２４条第９項に基づき要請すること。 

①感染防止安全計画（以下、「安全計画」という。安全計画の概要等に

ついては、「イベント開催等における感染防止安全計画等について（改

定その10）」（令和５年２月10日事務連絡）を参照されたい。）を策定

し、都道府県による確認を受けた場合 

 人数上限１０,０００人かつ収容率の上限を１００％とする。 

 さらに、別途定める対象者に対する全員検査（以下「対象者全員検

査」という。対象者全員検査については、「新型コロナウイルス感染

症対策の基本的対処方針（令和４年１月７日変更）における「対象

者に対する全員検査」の取扱いについて」（令和４年１月７日事務

連絡）等を参照されたい。）を実施した場合には、人数上限を収容定

員までとすることを可能とする。 

 なお、対象者全員検査における検査結果の陰性を確認する対象者は、

定められた人数上限（緊急事態措置区域においては１０,０００人）

を超える範囲の入場者とする。 

②それ以外の場合 

 人数上限５,０００人かつ収容率の上限を５０％（大声あり。大声

ありの定義等については１．(４)ウ．を参照されたい。）又は１０

０％（大声なし）とする。 

 なお、この場合、都道府県が定める様式に基づく感染防止策等を

記載したチェックリストをイベント主催者等が作成・HP等で公表

する。イベント主催者等は、当該チェックリストをイベント終了

日より１年間保管すること。 

①及び②のいずれの場合についても、特定都道府県は、イベント等

の開催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発生しない

席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスク（不織布マスクを推奨。

以下同じ。）の着用」、イベントの開催中や前後における選手、出演者

や参加者等に係るイベント主催者等による行動管理等、基本的な感染

防止策が講じられるよう、イベント主催者等に対して強く働きかける

とともに、参加者名簿を作成して連絡先等を把握しておくこと等につ

いて、イベント主催者等に周知すること。 

 イ．営業時間短縮等の要請 

原則、要請を行うことを求めないが、地域の感染状況等を踏まえ、
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都道府県知事の判断により、開催時間を制限する要請を行うことも可

能とする。 

 ウ．チケット販売の取扱い等 

(ア)緊急事態措置の公示が行われた日から最大３日間の周知期間終了

後までにチケット販売が開始された場合（優先販売など、名前の如何

に関わらず、何らかの形で販売が開始されているもの）には、周知期

間終了までに販売されたものに限り、上記ア．及びイ．は適用せず、

販売したチケットを自らキャンセルする必要はないものとイベント

主催者等に周知すること。 

(イ)上記周知期間後に販売開始されるものは、上記ア．及びイ．を満た

すこと。 

エ．公示された緊急事態措置を実施すべき期間終了後に開催予定イベ

ントの取扱い等 

公示された緊急事態措置を実施すべき期間終了後に開催予定のイベ

ントのチケットを販売する場合は、措置期間の延長が行われる可能性

があることを踏まえて、慎重を期すこと。 

  

（２）重点措置区域である都道府県 

ア．イベントの開催制限の目安等 

(ア)基本的対処方針三（５）２）等に基づき、イベント開催の目安を以

下のとおりとする。都道府県は、地域の実情に応じ、以下を目安と

する規模要件等を設定し、それに基づいたイベントの開催をイベン

ト主催者等に対して、法第２４条第９項に基づき要請すること。 

①安全計画を策定し、都道府県による確認を受けた場合 

 人数上限は収容定員までかつ収容率の上限を１００％とすること

を基本とする。 

②それ以外の場合 

 人数上限５,０００人かつ収容率の上限を５０％（大声あり）又は

１００％（大声なし）とする。 

 なお、この場合、都道府県が定める様式に基づく感染防止策等を

記載したチェックリストをイベント主催者等が作成・HP等で公表

する。イベント主催者等は、当該チェックリストをイベント終了

日より１年間保管すること。 

①及び②のいずれの場合についても、都道府県は、イベント等の開

催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発生しない席の
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配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、イベントの開催中

や前後における選手、出演者や参加者等に係るイベント主催者等によ

る行動管理等、基本的な感染防止策が講じられるよう、イベント主催

者等に対して強く働きかけるとともに、参加者名簿を作成して連絡先

等を把握しておくこと等について、イベント主催者等に周知すること。

また、当該地域で開催されるイベント等について、観客の広域的な移

動やイベント等の前後の活動等で生じる感染拡大リスクを抑制するた

め、イベント等の前後の活動における基本的な感染対策の徹底や直行

直帰の呼びかけ等を行うものとする。 

 

（３）その他の都道府県 

ア．イベントの開催制限の目安等 

(ア)基本的対処方針三（５）３）等に基づき、イベント開催の目安を以

下のとおりとする。都道府県は、地域の実情に応じ、以下を目安と

する規模要件等を設定し、それに基づいたイベントの開催をイベン

ト主催者等に対して、法第２４条第９項に基づき要請すること。 

①安全計画を策定し、都道府県による確認を受けた場合 

 人数上限は収容定員までかつ収容率の上限を１００％とすること

を基本とする。 

②それ以外の場合 

 人数上限５,０００人又は収容定員の５０％いずれか大きい方かつ

収容率の上限を１００％とすることを基本とする。 

 この場合、都道府県が定める様式に基づく感染防止策等を記載した

チェックリストをイベント主催者等が作成・HP等で公表する。イベ

ント主催者等は、当該チェックリストをイベント終了日より１年間

保管すること。 

①及び②のいずれの場合についても、都道府県は、イベント等の開

催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発生しない席の

配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、イベントの開催中

や前後における選手、出演者や参加者等に係るイベント主催者等によ

る行動管理等、基本的な感染防止策が講じられるよう、イベント主催

者等に対して強く働きかけること。また、当該地域で開催されるイベ

ント等について、観客の広域的な移動やイベント等の前後の活動等で

生じる感染拡大リスクを抑制するため、イベント等の前後の活動にお

ける基本的な感染対策の徹底等を行うものとする。 
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（４）留意事項 

ア．感染拡大防止に必要な取組の継続等 

都道府県においては、これまでの事務連絡も参照しつつ、別紙２に

示すイベント開催等に必要な感染防止策等を実施するよう、事業者等

への周知徹底を引き続き行うこと。なお、マスクの着用については、

「着用は個人の判断に委ねることを基本とする」ことを踏まえ、イベ

ント主催者等が出演者や参加者等に対して、必ずしも「マスクの着用」

を働きかける必要はないこと及びイベント主催者等が感染対策上又

は事業上の理由等により、出演者や参加者等にマスクの着用を求める

ことができることに留意すること。 

イ．法第２４条第９項に基づく要請等を行う場合の留意事項について 

要請等については、個々の事業者や施設管理者等を対象として行う

ことは差し支えないが、当該要請等は行政手続法（平成５年法律第８

８号）第２条第１項第６号の行政指導に該当すると考えられることか

ら、同法及び各都道府県の行政手続条例に則り、当該要請の趣旨及び

内容並びに責任者を相手方に明確に示す必要があることに留意し、徹

底すること。 

また、個々の事業者や施設管理者等に対して要請等を行う判断の考

え方や基準について合理的説明が可能であり、公正性の観点からも説

明ができるものになっているかといった観点からも検討を行うこと。 

ウ．収容率の目安判断に当たっての留意事項等について 

収容率の目安判断に当たり、「大声」を「観客等が、(ア)通常よりも

大きな声量で、(イ)反復・継続的に声を発すること」と定義し、これ

を積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントを「大

声あり」に該当するものとする。 

＜大声の具体例＞ 

 観客間の大声・長時間の会話 

 スポーツイベントにおいて、反復・継続的に行われる応援歌の合唱 

※得点時の一時的な歓声等は必ずしも当たらない。 

エ．問題が確認されたイベント主催者等への対応等について 

問題が確認されたイベント主催者等への対応については、これまで

も令和３年９月２８日事務連絡１．（３）⑥等において周知していると

ころであるが、各都道府県及び関係府省庁は、引き続き、次の対応を行

うこと。 

(ア)都道府県 

Administrator
ハイライト表示
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都道府県は、感染防止策の不徹底やクラスター発生の可能性がある

場合など問題が確認されたイベント主催者等に対して、必要に応じて、

法第２４条第９項等に基づき、速やかな結果報告資料の提出や、実効

的な改善策が策定・実施されると判断するまでの間、今後開催予定の

イベントに関して収容率上限１００％の適用を行わないこと等を当該

イベント主催者等に対して個別に要請を行うこと。 

(イ)関係府省庁 

関係府省庁は、専門家、業界団体と連携し、業界の感染防止策実施状

況について確認し、問題発生事例を踏まえ、イベント開催時に必要な感

染防止策の見直しや業種別ガイドラインの改訂等の適切なフォローア

ップを行うこと。 

※各都道府県及び関係府省庁は、感染防止策の不徹底など問題が確認さ

れたと判断したイベント主催者等については、相互に情報共有するこ

と。 

※当該イベント主催者等の情報については、必要に応じて内閣官房新型

コロナウイルス等感染症対策推進室（以下「コロナ室」という。）を

通じて各都道府県及び関係府省庁間で共有する。コロナ室への情報共

有に当たっては、当該情報が各都道府県及び関係府省庁にも共有され

ることに留意し、各都道府県や関係各府省庁はイベント主催者等に対

し事前の説明を行うこと。 

オ．各種イベント・行事の開催判断に当たっての留意事項等 

 関係各府省庁及び各都道府県においては、各種イベント・行事の開

催判断に当たって、イベント開催時に必要な感染防止対策の徹底や

開催制限の目安を踏まえた開催規模・時期の検討等に加え、例えば、

部活動等における成果を発揮する場として全国大会等の開催は重

要であること等、個々の行事が有する事情に鑑み、開催のあり方を

個別具体に検討する必要がある。各種イベント・行事の開催判断に

際して、各部局間の調整等を適切に実施し、感染防止策の徹底を図

るとともに、各行事・イベントの趣旨を踏まえつつ、開催のあり方

を適切に判断すること。 

 お祭りなど多数の出演者が参加するイベント開催に当たっては、地

域の感染状況や、過去の感染事例を踏まえた出演者が取り得る感染

対策等も勘案し、開催規模や内容の見直し、必要な感染対策の充実

について適切に判断すること。 

カ．その他留意事項等について 

 上記の人数上限や収容率要件の解釈については、令和３年２月２６

日事務連絡１．（１）②のとおり取り扱うこと。 
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 「イベント」については、都道府県知事の判断により、特定都道府

県や重点措置区域である都道府県全域において、遊園地やテーマパ

ーク等を含めることができること。 

 

２．施設の使用制限等 

（１）特定都道府県 

特定都道府県は、法施行令第１１条第１項に規定する施設を対象に、

以下の要請又は働きかけを実施すること。 

なお、特定都道府県が各種要請を行う場合にはエッセンシャルワーカ

ーの事業環境を踏まえた配慮を行うなど、適正な法運用を図ること。 

ア．飲食店及び飲食に関連する施設への要請等（第４５条第２項等） 

 （ア）飲食店（第１４号） 

 特定都道府県は、基本的対処方針三（５）１）等に基づき、法第４

５条第２項等に基づき、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等

（利用者による酒類の店内持込みを認めている飲食店を含む。酒類

及びカラオケ設備の提供（利用者による酒類の店内持込みを含む。）

を取り止める場合を除く。）に対して休業要請を行うとともに、上

記以外の飲食店（宅配・テイクアウトを除く。）に対して、営業時間

の短縮（２０時までとする。）の要請を行うこと。ただし、都道府県

知事の判断により、第三者認証制度の適用店舗（以下「認証店」と

いう。）において２１時までの営業（酒類提供も可能）もできること

とするほか、認証店において、対象者全員検査を実施した場合には、

収容率の上限を５０％としつつ、カラオケ設備を提供できることと

する。 

 その際、休業等の要請に応じている施設と応じていない施設との公

平性を保つため、要請に応じない場合には、速やかに、命令等の手

続きを開始し、命令を行った店舗名については公表を積極的に行う

こと。公表する際には、「特措法に基づく命令違反に係る過料決定

店舗公表の留意事項等について（周知）」（令和３年７月８日事務連

絡）のとおり取り扱うこと。また、命令等を行い公表する店舗につ

いては、その旨をコロナ室に報告すること。 

 特定都道府県は、法第２４条第９項に基づき、飲食店等及び飲食店

等の利用者に対し、同一グループの同一テーブルでの５人以上の会

食を避けるよう要請するものとし、認証店における対象者全員検査

を実施した会食については、同一グループの同一テーブルでの５人

以上の会食も可能とする。 

 以上の要請に当たっては、特定都道府県は、関係機関とも連携し、
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休業要請、営業時間の短縮や第三者認証制度等の遵守を徹底するた

めの対策・体制の更なる強化を行い、原則として全ての飲食店等に

対して見回り・実地の働きかけを行うとともに、当該取組について

適切に情報発信を行うものとする。「飲食店における感染防止対策

を徹底するための第三者認証制度の導入について（改定その８）」

（令和５年年２月10日事務連絡）等も踏まえて、特定都道府県は、

実効性ある第三者認証制度の普及と認証店の拡大に努めること。 

 （イ）遊興施設（第１１号）のうち、飲食業の許可を受けている飲食店 

及び飲食を主として業としていない店舗（カラオケ店等） 

 特定都道府県は、基本的対処方針三（５）１）等に基づき、酒類又

はカラオケ設備を提供する飲食業の許可を受けている飲食店及び

飲食を主として業としていない店舗（カラオケ店等）に対し、前記

２．(１)ア．（ア）と同様の要請を行うこと。ただし、飲食を主とし

て業としていない店舗（カラオケ店等）におけるカラオケ設備の提

供については、認証店であることを要件としないが、業種別ガイド

ラインを遵守するよう要請を行うこと。 

 （ウ）結婚式場等 

 特定都道府県は、基本的対処方針三（５）１）等に基づき、酒類又

はカラオケ設備を提供する飲食業の許可を受けている結婚式場等

に対し、前記２．(１)ア．（ア）と同様の要請を行うこと。 

 なお、披露宴等をホテル又は旅館（集会の用に供する部分に限る）

で行う場合も同様の条件を求めるものとする。 

イ．集客施設への要請等（法第４５条第２項等） 

（ア）特定都道府県は、基本的対処方針三（５）１）等に基づき、地域

の感染状況等に応じて、都道府県知事の判断により、法第４５条第２

項等に基づき、人数管理、人数制限、誘導等の「入場者の整理等」「入

場者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の

入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置（飛

沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等）」

等、法施行令第１２条に規定される各措置について事業者に対して要

請を行うこと。また、上記の要請に際しては、以下のような例示を参

考に、人が密集すること等を防ぐため、「入場者の整理等」を行うよ

う事業者に要請するとともに、入場整理等の実施状況についてホーム

ページ等を通じて広く周知するよう働きかけること。その際には、人

数管理・人数制限等について、例えば以下のような方法があることに

留意すること。 

  なお、ここでいう「入場者の整理等」とは、入場者が密集しないよう

整理・誘導する等の措置と、施設の入場者の人数管理・人数制限等の
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措置の双方を含むものである。 

 施設全体での措置 

・ 出入口にセンサー、サーモカメラ等を設置し、入場者・滞留

者を計測し人数管理を行う 

・ 出入口の数の制限、入構制限、駐車場の収容上限の一時的削

減等により人数制限を行う 

 売場別の措置 

・ 入口を限定し係員が入場人数を記録、入場整理券・時間帯別

販売整理券の配布、買い物かごの稼働数把握、事前のWeb登録

等により人数管理を行う 

・ 一定以上の入場ができないよう人数制限を行う 

・ アプリで混雑状況を配信できる体制を構築する 

（イ）関係各府省庁においては、関係団体への周知等、上記施設における

要請の遵守徹底、感染防止対策の徹底等に必要な措置を講じること。 

 

（２）重点措置区域である都道府県 

基本的対処方針三（５）２）等に基づき、都道府県知事の判断により、

以下の要請又は働きかけを行うこと。まん延防止等重点措置に係る要請

の対象については、令和３年２月１２日事務連絡「「新型インフルエンザ

等対策特別措置法等の一部を改正する法律」及び「新型インフルエンザ

等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備

に関する政令」の公布について（新型インフルエンザ等対策特別措置法

関係）」第１.６（１）等を参照されたい。 

なお、各都道府県が各種要請を行う場合にはエッセンシャルワーカー

の事業環境を踏まえた配慮を行うなど、適正な法運用を図ること。 

ア．飲食店及び飲食に関連する施設への要請等（法第３１条の６第１項

等） 

基本的対処方針三（５）２）等に基づき、各知事が定める期間及び区域

において、以下のとおり取り扱うこと。 

（ア）飲食店 

 都道府県は、措置区域において、法第３１条の６第１項等に基づき、

認証店以外の飲食店（宅配・テイクアウトを除く。）に対する営業時間

の短縮（２０時までとする。）の要請を行うとともに、酒類の提供を行

わないよう要請するものとする。また、認証店に対しては、営業時間

の短縮（２１時までとすることを基本とする。）の要請を行うことと
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する。この場合において、地域の感染状況等を踏まえ、都道府県知事

の判断により、酒類の提供を行わないよう要請することも可能とする。

（また、都道府県知事の判断によっては、営業時間の短縮の要請を行

わないことも可能とする。） 

 その際、営業時間の短縮等の要請に応じている施設と応じていない施

設との公平性を保つため、要請に応じない場合には、速やかに、命令

等の手続きを開始し、命令を行った店舗名については公表を積極的に

行うこと。公表する際には、「特措法に基づく命令違反に係る過料決定

店舗公表の留意事項等について（周知）」（令和３年７月８日事務連絡）

のとおり取り扱うこと。また、命令等を行い公表する店舗については、

その旨を当室に報告すること。 

 都道府県は、措置区域において、法第２４条第９項に基づき、飲食店

等及び飲食店等の利用者に対し、同一グループの同一テーブルでの５

人以上の会食を避けるよう要請するものとし、認証店における対象者

全員検査を実施した会食については、同一グループの同一テーブルで

の５人以上の会食も可能とする（都道府県知事の判断により、ワクチ

ン・検査パッケージ制度を適用し、上記の取扱いを行うことを可能と

する。）。 

 以上の要請に当たっては、都道府県は、関係機関とも連携し、営業時

間の短縮や第三者認証制度等の遵守を徹底するための対策・体制の更

なる強化を行い、原則として措置区域内の全ての飲食店等に対して見

回り・実地の働きかけを行うとともに、当該取組について適切に情報

発信を行うものとする。「飲食店における感染防止対策を徹底するた

めの第三者認証制度の導入について（改定その８）」（令和５年年２月

10日事務連絡）等も踏まえて、都道府県は、実効性ある第三者認証制

度の普及と認証店の拡大に努めること。 

（イ）遊興施設のうち、飲食業の許可を受けている飲食店及び飲食を主

として業としていない店舗（カラオケ店等） 

前記２．(２)ア．（ア）と同様の要請を行うこと。 

（ウ）結婚式場等 

 基本的対処方針三（５）２）等に基づき、飲食業の許可を受けている

結婚式場等に対し、前記２．(２)ア．（ア）と同様の要請を行うこと。 

 なお、披露宴等をホテル又は旅館（集会の用に供する部分に限る）で

行う場合も同様の条件を求めるものとする。 

イ． ア．以外の施設（法第３１条の６第１項等） 

 都道府県は、基本的対処方針三（５）２）等に基づき、地域の感染状

況等に応じて、都道府県知事の判断により、措置区域において、法第
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３１条の６第１項等に基づき、「入場をする者の整理等」「入場をする

者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入

場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置（飛沫

を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等）」

等、法施行令第５条の５に規定される各措置について事業者に対して

要請を行うこと。 

 要請に際しては、法第３１条の６第１項に基づく要請は、業態に属す

る事業を行う者に対し行うものであることに留意すること。 

 なお、ここでいう「入場者の整理等」とは、入場者が密集しないよう

整理・誘導する等の措置と、施設の入場者の人数管理・人数制限等の

措置の双方を含むものであることに留意すること。 

 

（３）その他の都道府県 

ア． 飲食店及び飲食に関連する施設への要請等（法第２４条第９項） 

 「飲食店における感染防止対策を徹底するための第三者認証制度の

導入について（改定その８）」（令和５年年２月10日事務連絡）等も踏

まえて、都道府県は、実効性ある第三者認証制度の普及と認証店の拡

大に努めること。 

 都道府県は、感染拡大の傾向がみられる場合（オミクロン株と同程度

の感染力・病原性の変異株による感染拡大の場合を除く。）には、法第

２４条第９項に基づき、飲食店に対する営業時間の短縮の要請を行う

こと。この場合において認証店以外の店舗については２０時までとし、

認証店については要請を行わないことを基本とする。 

 都道府県は、感染拡大の傾向がみられる場合には、必要に応じて、法

第２４条第９項に基づき、飲食店等及び飲食店等の利用者に対し、同

一グループの同一テーブルでの５人以上の会食を避けるよう要請す

るものとし、認証店における対象者全員検査を実施した会食について

は、同一グループの同一テーブルでの５人以上の会食も可能とする

（都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適用

し、上記の取扱いを行うことを可能とする。）。 

 上記の要請に当たっては、都道府県は、営業時間の短縮や第三者認証

制度等の遵守を徹底するための見回り・実地の働きかけを進めるもの

とする。 

 

３．外出・移動 

（１） 特定都道府県 
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  特定都道府県は、法第４５条第１項に基づき、混雑した場所や感染

リスクが高い場所への外出・移動の自粛について協力の要請を行うこ

と。特に、感染対策が徹底されていない飲食店等や休業要請又は営業

時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を厳に控えることにつ

いて、住民に徹底すること。また、不要不急の帰省や旅行等都道府県間

の移動は、極力控えるように促すこと。この場合において、対象者全員

検査を受けた者は、その対象としないことを基本とする。 

  特定都道府県は、法第４５条第１項に基づき、路上・公園等における

集団での飲酒など、感染リスクが高い行動に対して、必要な注意喚起

や自粛の要請等を行うとともに、実地の呼びかけ等を強化するものと

する。 

 

（２）重点措置区域である都道府県 

  都道府県は、措置区域において、法第３１条の６第２項に基づき、営

業時間の変更を要請した時間以降、飲食店にみだりに出入りしないよ

う、住民に対して要請等を行うこと。 

都道府県は、措置区域において、法第２４条第９項に基づき、混雑し

た場所や感染リスクが高い場所への外出・移動の自粛及び感染対策が徹

底されていない飲食店等の利用を自粛すること等について、住民に対し

て協力の要請を行うこと。 

都道府県間の移動については、移動先での感染リスクの高い行動を控

えるよう促すこと。また、都道府県知事の判断により、不要不急の都道

府県間の移動、特に緊急事態措置区域との往来は、極力控えるように促

すことができることとする。この場合において、対象者全員検査を受け

た者は、その対象としないことを基本とする（都道府県知事の判断によ

り、ワクチン・検査パッケージ制度を適用し、上記の取扱いを行うこと

を可能とする。）。 

 

（３）その他の都道府県 

都道府県は、帰省や旅行等、都道府県をまたぐ移動は、「三つの密」

回避を含め基本的な感染防止策を徹底するとともに、移動先での感染リ

スクの高い行動を控えるよう促すこと。また、都道府県知事の判断によ

り、緊急事態措置区域及び重点措置区域への不要不急の移動は、極力控

えるように促すことができることとする。この場合において、対象者全

員検査を受けた者は、その対象としないことを基本とする（都道府県知

事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適用し、上記の取扱

いを行うことを可能とする。）。 
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都道府県は、業種別ガイドライン等を遵守している施設等の利用を促

すこと。 

都道府県は、感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があ

った場合、政府と連携して、混雑した場所や感染リスクが高い場所への

外出の自粛に関して速やかに住民に対して必要な協力の要請等を行う

こと。 

 

４．その他留意事項等 

 感染が急速に拡大し、医療提供体制の逼迫が見込まれる場合等におい

ては、対象者全員検査等を活用しないことも可能とする。また、重点

措置区域である都道府県又はその他の都道府県において、行動制限の

緩和に際し、都道府県知事の判断により、飲食店等の事業者等に、対

象者全員検査の実施又はワクチン・検査パッケージ制度の適用のいず

れか一方を選択させることも可能とする。 

 都道府県において、感染状況に応じて、国として示した目安より厳し

い基準を設定し得ることに留意し、各地域の感染状況等に応じて、各

都道府県が適切に判断すること。 

 その際は、各都道府県における取組の内容が公表されるまで内容が一

般に明らかになっていないことから、要請等の速やかな公表及び適切

な周知期間の設定について特に留意されたい。 

 本事務連絡で示した取組よりも緩やかな取扱いを行う場合には、慎重

に検討するとともに、仮にそのような取扱いをしようとする場合には、

あらかじめ国と十分に連携すること。 

 関係府省庁は、所管団体及び独立行政法人等に対し、事業者において

別紙４及び別紙５の感染防止策が実施されるよう、基本的な感染防止

策や業種別ガイドライン等の内容を再点検し、必要に応じて、感染防

止策の見直しや業種別ガイドラインの策定及び改訂を行うよう促す

こと。また、関係団体による業種別ガイドラインの策定及び改訂に際

しては、感染防止策に資する情報を適時適切に提供すること。なお、

関係団体の自主的な取組であることに留意すること。 

 まん延防止等重点措置を終了する都道府県においても、地域における

感染状況や公衆衛生体制・医療提供体制への負荷の状況など、地域の

実情を踏まえ、法第２４条第９項に基づく措置やオミクロン株の特徴

を踏まえた感染防止策等を引き続き実施すること。 

 都道府県は、法第２４条第９項に基づき、事業者に対して、業種別ガ

イドラインを遵守するよう要請を行うこと。 

 関係府省庁及び都道府県は、令和４年３月１１日の新型コロナウイル
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ス感染症対策分科会の中間とりまとめ「地方公共団体や民間事業者等

によるワクチン接種歴や検査結果確認の取組の考え方について」を踏

まえ、飲食、イベント、旅行等の活動に際してワクチン接種歴や陰性

の検査結果を確認する地方公共団体や民間事業者等による取組を推

奨すること。 

 「今秋以降の感染拡大で保健医療への負荷が高まった場合の対応に

ついて」（令和４年11月18日 新型コロナウイルス感染症対策本部決

定）における、「医療ひっ迫防止対策強化宣言」に基づく感染拡大防止

措置の規定「住民への協力要請（法第24条第９項）又は呼びかけ」④

については、以下の点に留意の上、感染拡大防止及び社会経済活動の

維持の観点を踏まえ、慎重に検討されたい。 

 

 「混雑した場所や感染リスクの高い場所への外出など、感染拡大

につながる行動を控える。」については、以下に留意すること。 

 法第24条第９項に基づく要請又は法令に基づかない呼びかけの選

択が可能であること。 

 今後、医療負荷増大期になった段階で取り得る対策の例として、

より慎重な行動を求める内容を示したものであり、地域の実情に

応じて、都道府県の判断で、独自の対策を実施することや段階的

に実施すること等が可能であること。 

 広く、外出そのものを控えるとの趣旨ではないこと。 

 

 「特に、大人数の会食や大規模なイベントへの参加は見合わせる

ことも含めて慎重に検討判断する。」については、以下に留意する

こと。 

 今後、医療負荷増大期になった段階で取り得る対策の例として、

より慎重な行動を求める内容を示したものであり、地域の実情に

応じて、都道府県の判断で、例えば、大人数の会食の場合には事前

検査を行うなど感染対策を徹底すること、大規模なイベントにつ

いて主催者が講じる感染防止策の内容を事前に確認することや自

らの健康状態によっては参加を見合わせることなどを要請・呼び

かけることも可能であること。 

 

 「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関

する対応方針について」（令和５年１月 27日新型コロナウイルス感

染症対策本部決定）においては「オミクロン株とは大きく病原性が

異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、５月８

日から新型コロナウイルス感染症（COVID-19）について、感染症の

予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第
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114 号）上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、５

類感染症に位置づける」とされている。また、５類感染症に位置づ

けられることに伴い、「特措法に基づき実施している住民及び事業者

等への感染対策に関する協力要請等の各種措置は終了する」、「「新型

コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（令和３年 11 月 19 日

新型コロナウイルス感染症対策本部決定）についても廃止する」と

されている。これに伴い、本事務連絡も廃止されることとなる。 

 



安全計画策定（注１） その他
（安全計画を策定しないイベント）

下記以外
の区域

人数上限(注２) 収容定員まで（注３） 5,000人又は収容定員50％
のいずれか大きい方

収容率上限
(注２) 100％

重点措置
区域

人数上限(注２) 収容定員まで（注３） 5,000人

収容率上限
(注２) 100％（注４） 大声なし：100％

大声あり：50％

緊急事態
措置区域

時短 原則要請なし（注５） 原則要請なし（注５）

人数上限(注２)
10,000人

（対象者全員検査により、収容定員まで追加可）
（注６）

5,000人

収容率上限
(注２) 100％（注４） 大声なし：100％

大声あり：50％
※遊園地やテーマパーク等については、都道府県知事の判断により、上記の緊急事態措置区域、重点措置区域と同様の制限を適用することも可能
（注１）参加人数が5,000人超かつ収容率50％超のイベントに適用（緊急事態措置区域、重点措置区域においては、5,000人超）
（注２）収容率と人数上限でどちらか小さいほうを限度（両方の条件を満たす必要）
（注３）地域の実情に応じて、都道府県知事の判断により、人数上限の制限を行うことも可能とする
（注４）緊急事態措置区域、重点措置区域における安全計画策定イベントでは、基本的に「大声なし」の担保が前提
（注５）都道府県知事の判断により要請を行うことも可能
（注６）対象者全員検査における検査結果の陰性を確認する対象者は、定められた人数上限を超える範囲の入場者とする。都道府県の判断に

より、対象者全員検査の活用を行わないことも可能

感染状況に応じたイベント開催制限等について 別紙１



基本的な感染防止策 具体的な対策例
※対策の例であり必須の取組ではないことに留意すること

１．イベント参加者の感染対策
（１）感染経路に応じた感染対策

①飛沫感染対策
 適切なマスク（不織布マスクを推奨｡以下同じ｡）の正し

い着用の周知・徹底
* 適切なマスクの正しい着用については、厚生労働省ＨＰ「マスク
の着用について」を参照。なお、屋外において、他者と距離がと
れない場合であっても会話をほとんど行わない場合は、マスクの
着用は必要ないことに留意すること。

 イベント会場（客席、入退場口やトイレ等の共用部）に
おけるイベント参加者間の適切な距離の確保

⃝ マスクを着用しない者に対する個別注意等の具体
的方法の検討・実施

• マスクを着用しない者の退場措置の事前準備・周知（チ
ケット購入時の約款に明記等）

• 警備員や映像・音声によるモニタリング、個別注意や退
場の徹底

⃝ 入場ゲートの増設､開場時間の前倒し､時間差･分
散退場の実施、密集を回避するための人員配置や
動線確保等の体制構築、交通機関との連携（駅付
近の混雑度データを踏まえた増便等）による誘導

⃝ 密になりやすい場所での二酸化炭素濃度測定器等
を活用した混雑状況の把握・管理、マーキング、
誘導員等の配置による誘導

②エアロゾル感染対策
 機械換気による常時換気又は窓開け換気

* 必要な換気量（一人当たり換気量30m3/時を目安）を確保するため、
二酸化炭素濃度を概ね1,000ppm以下を目安（二酸化炭素濃度測定
器の活用が効果的）

* 機械換気が設置されていない場合の窓開け換気は、可能な範囲で
２方向の窓開け

* 機械換気、窓開け換気ともに、相対湿度の目安は40-70%
* 屋外開催は除く

 適切なマスクの正しい着用の周知・徹底【①と同様】
 イベント会場（客席、入退場口やトイレ等の共用部）に

おけるイベント参加者間の適切な距離の確保【①と同様】

⃝ 各施設の設備に応じた換気
• 施設に備わっている換気設備の確認、その仕様を踏まえ
た適切な換気

• 二酸化炭素濃度測定器による常時モニターや映像解析を
活用した換気状況を確認するための手法の検討・実施

• 換気能力維持のための定期的な検査・メンテナンス
⃝ マスクの着用及び距離の確保については、①飛沫

感染対策の対策例を参照

イベント開催等における必要な感染防止策 別紙２

※取消線部分は３月13日以降のイベントにおいて適用する内容



基本的な感染防止策 具体的な対策例
※対策の例であり必須の取組ではないことに留意すること

（１）感染経路に応じた感染対策

③接触感染対策
 イベント参加者によるこまめな手洗・手指消毒の徹底や、

主催者側によるイベント会場（客席、入退場口やトイレ
等の共用部）の消毒の実施

 イベント会場（客席、入退場口やトイレ等の共用部）に
おけるイベント参加者間の適切な距離の確保【①と同様】

⃝ 具体的な手洗場、アルコール等の手指消毒液の設
置場所、準備個数等の検討・実施

⃝ アナウンス等による手洗・手指消毒の呼びかけ
⃝ 距離の確保については、①飛沫感染対策の対策例

を参照

（２）その他の感染対策

④飲食時の感染対策
 上記（１）感染経路に応じた感染対策と併せて、飲食時

の感染対策（食事中以外のマスク着用等）の周知

⃝ アナウンス等による飲食時の感染対策の呼びかけ
⃝ 飲食専用エリアの設置及び当該エリアでの飲食の

推奨
⃝ 飲食店に求められる感染対策等を踏まえた飲食専

用エリアでの感染対策（身体的距離の確保等）

⑤イベント前の感染対策
 発熱等の症状がある者のイベント参加の自粛の呼びかけ

⃝ 体制構築の上、検温・検査の実施
⃝ 発熱等の症状がある者の参加自粛を促すことがで

きるキャンセルポリシーの整備

イベント開催等における必要な感染防止策 別紙２

※取消線部分は３月13日以降のイベントにおいて適用する内容



基本的な感染防止策 具体的な対策例
※対策の例であり必須の取組ではないことに留意すること

２．出演者やスタッフの感染対策

⑥出演者やスタッフの感染対策
 出演者やスタッフによる、練習時・本番等

における上記（１）感染経路に応じた感染
対策に加え、健康管理や必要に応じた検査
等の実施

 舞台と客席との適切な距離の確保など、出
演者やスタッフから参加者に感染させない
ための対策の実施

⃝ 日常から行う出演者やスタッフの感染対策の実施
• 健康アプリの活用等による健康管理
• 出演者やスタッフの必要に応じた検査の実施
• 発熱等の症状がある者は出演・練習を控える
• 練習時やその前後の活動等における適切なマスクの正しい着用、出演者

やスタッフの関係者間の適切な距離確保、換気等
⃝ 本番及びその前後の活動における出演者やスタッフの感染対策

の実施
• 控室等における換気やマスク着用の徹底、三密の回避
• 舞台上等でのマスク着用の有無に応じた演者間の適切な距離の確保
• 本番前後でのマスクの適切な着用
• イベント前後を含めた１．（２）④飲食時の感染対策の徹底の呼びかけ

⃝ ステージと観客席間の適切な距離の確保、出演者やスタッフ及
び観客双方への感染対策の周知

イベント開催等における必要な感染防止策 別紙２

※取消線部分は３月13日以降のイベントにおいて適用する内容



感染防止安全計画策定等に係る事務手続きフロー
イベント主催者等 都道府県 関係府省庁

イ
ベ
ン
ト
開
催
前

イ
ベ
ン
ト
開
催
後

①感染防止安全計画の作成
（5,000人超かつ50%超のイベント）

①②イベント開催・対策の実施

提出

①②結果報告資料の作成

•感染対策の実施状況
•感染発生が見られた場合の対応
•感染防止等の実施実績

（報告内容）

・内容確認・必要に応じて助言
・必要に応じて問題が確認された
イベント主催者等に個別要請

関係府省庁は定期的に情報共有し、
都道府県は安全計画の確認時に参照

結果報告資料の保管

確認

※都道府県から共有された、
問題が確認されたイベント主
催者等の情報提供を集約

データベース※の作成

確認提出

問題が発生した場合、
関係府省庁に共有

・イベント開催時に必要な感染
防止策の見直し

・業種別ガイドラインの改訂 等

適切なフォローアップ
の実施

②チェックリストの作成
（上記以外のイベント）

※①計画策定時は必須
②未作成時は問題が発生した場合のみ

公表

（※）

（※）緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域おいては5,000人超のイベント
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Ⅲ．オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策について

【事業所】
〇事業所については、その形態は様々であるが、社会機能の維持の観点から感染を防ぐためにも、オミクロン株の特徴とし
て感染・伝播性が高いことを踏まえ、三密を避ける行動を徹底すべきである。また、緊急事態宣言や都道府県による“レベ
ル３”への引き上げを待つことなく、以下の感染防止策を前倒しで実施していくべきである。その際、対面を必要とする業
務なのか等業務内容に合わせて対策を講じるべきである。

・緊急事態宣言の発出を待つことなく、職場への出勤に関して、業務継続の観点からも、在宅勤務（テレワーク）の活用等
による出勤者数の削減の目標を前倒して設定すること。

・感染が拡大している地域への出張は、マスクの着用等基本的な感染対策を徹底し、感染リスクの高い行動は避けること。
・職場や現場における基本的な感染防止策を徹底すること。特に飛沫のかかる物品・設備の共用や使いまわしの回避、使用
前後の消毒は徹底すること。

・休憩室、更衣室、喫煙室等における飲食や会話の自粛、適切な（使用人数に応じた定期的な）換気、三密回避を徹底
すること。

・食堂や寮など職員の交わりが想定される場面での対人距離の確保、適切な換気、共用部分の消毒を徹底すること。
・従業員の体調管理（日々の検温、必要に応じた検査等）を徹底すること。
・大人数・大声の場面が想定される懇親会等は自粛・延期すること。

〇事業継続が求められる業種に係る業務継続計画（BCP）の確認、重要業務の特定、体制の整備、必要物資の備蓄
等を進めるべきである。

オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策について（抄） 第12回新型コロナウイルス
感染症対策分科会提言
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１．効果的な換気（必要な換気量の確保と空気の流れの配慮）

1－1 必要な換気量の確保は感染対策の基本（必要な換気量の確保）

〇機械換気による常時換気を。定期的な機械換気装置の確認やフィルタ清掃等も重要。

機械換気は強制的に換気を行うもので、2003年7月以降は住宅にも設置。通常のエアコンには換気機能がないことに留意。

〇機械換気が設置されていない場合、窓開け換気を行う。

２方向を窓開けると換気効果が大きい。外気条件を考慮し室内環境に配慮して換気方法を選択。室内環境の目安は、温

度18℃～28℃、相対湿度40％～70％が望ましい。

〇必要な換気量（一人当たり換気量30m3/時を目安）を確保するため、二酸化炭素濃度を概ね1,000ppm以下に維持（※１）。

必要換気量を満たしているかを確認する方法として、二酸化炭素濃度測定器（CO2センサー）の活用が効果的。

（※１）二酸化炭素濃度1,000ppm以下については目安であり、適切な換気や気流となっていることが重要。

〇必要な換気量を確保できない場合、換気扇、扇風機、サーキュレータのほか、HEPAフィルタ付きの空気清浄機（※２）

の使用も考えられる。

（※２）高性能微粒子（HEPA）フィルタ付空気清浄機：空気中に浮遊する0.3㎛の微粒子の99.97％以上を除去することが

可能。空気清浄機は二酸化炭素濃度を下げることはできないことに留意。

１－２ 感染を防ぐための空気の流れの作り方（空気の流れの配慮）

〇十分な外気の取り入れ・排気とあわせ、空気の流れにより局所的に生じる空気のよどみを解消。

エアロゾルの発生が多いエリアから排気して、反対側から外気を取り入れると、浮遊するエアロゾルを効果的に削減す

ることが出来る。

〇空気の流れを阻害しないパーティションの設置

空気の流れを阻害する高いパーティションや天井からのカーテンなどは空気の流れに対して平行に配置し、空気の通り

道を設ける。

目を覆う程度の高さのパーティションは、横の人との距離を１m程度以上確保できる場合は、3方向を塞がないようにす

る。

効果的な換気のポイント

（※）ビル管理法の特定建築物に該当する事業所等については、同法に基づく対応を行う。

別紙５第17回新型コロナウイルス
感染症対策分科会提言
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各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 教 育 長 

各 都 道 府 県 知 事 

各 指 定 都 市 ・ 中 核 市 市 長 

附属学校を置く各国公立大学法人の長 

各文部科学大臣所轄学校法人理事長 

小中高等学校を設置する学校設置会社を 

所轄する構造改革特別区域法第１２条 

第１項の認定を受けた各地方公共団体の長 

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 長 

殿 

 

  

文部科学省初等中等教育局長        

藤 原  章 夫   

 

 

卒業式におけるマスクの取扱いに関する基本的な考え方について（通知） 

 

 

１月 27日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型コロナウ

イルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について」が決定さ

れ、新型コロナウイルス感染症について、 

・ オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が

生じない限り、５月８日から「新型インフルエンザ等感染症」に該当しないもの

とし、５類感染症に位置付ける 

・ マスクについては、屋内では基本的にマスクの着用を推奨するとしている現在

の取扱いを改め、行政が一律にルールとして求めるのではなく、個人の主体的な

選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本として検討する 

・ マスクの取扱いの検討に関しては感染状況等も踏まえて行い、今後早期に見直

し時期も含めその結果を示す 

・ その際、子どもに関して発育・発達の妨げにならないよう配慮が必要であると

の指摘があることに留意する 

等とされるとともに、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（以下「基

本的対処方針」という。）について、「三（５）まん延防止」の「３）緊急事態措置区

域及び重点措置区域以外の都道府県における取組等」において、イベント等の開催に

当たっての収容率の上限について変更が行われました。 

 

１月 27 日及び２月 10 日の政府対策本部決定を踏まえ、卒業式におけるマスクの

取扱いに関する基本的な考え方についてお知らせします。 

【参考資料③】
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また、本日２月 10 日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部においては、

「マスク着用の考え方の見直し等について」（以下「２月 10日付け政府対策本部決定」

という。）が決定され、その中において、「４月１日より前に実施される卒業式におけ

るマスクの着用については、卒業式の教育的意義を考慮し、児童生徒等はマスクを着

用せず出席することを基本とし、その際の考え方を示す」とされるとともに、基本的

対処方針においても同趣旨の記載が盛り込まれたところです。 

 

今後、実施が予定されている卒業式に向けては、各学校において既に準備が進めら

れているものと思いますが、特に卒業式は、学校生活の中で節目となる重要な行事で

あり、児童生徒等にとっても特別な意味を有するものとなります。 

このため、卒業式が有する教育的意義に鑑み、２月 10 日付け政府対策本部決定を踏

まえた卒業式におけるマスクの取扱いに関する基本的な方針について、別添「卒業式

におけるマスクの取扱い等について」のとおりお示ししますので、教育委員会等の学

校の設置者や各学校においては、この基本的な方針を踏まえ、各地域や学校の実情に

応じて、卒業式の適切な実施に努めていただくようお願いします。  
また、２月 10 日付け政府対策本部決定においては、４月１日以降の新学期における

マスクの着用の考え方について、「学校教育活動の実施に当たっては、マスクの着用を

求めないことを基本とする」等とされており、これらに係る留意事項等については、

改めてお知らせする予定ですので、御承知置きください。 

併せて、同本部決定においては、学校におけるマスク着用の考え方の見直しについ

ては、令和５年４月１日から適用することとされていますので、令和５年３月 31 日ま

での年度内における卒業式以外の学校教育活動においては、従来どおり、文部科学省

が作成する「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」

や関連する事務連絡等を踏まえつつ、メリハリのあるマスクの着用をお願いします。 

 

 

以上について、各都道府県教育委員会教育長におかれては所管の学校（専修学校高

等課程を含む。以下同じ。）及び域内の市（指定都市を除く。）区町村教育委員会に対

して、各指定都市教育委員会教育長におかれては所管の学校に対して、各都道府県知

事及び小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法（平成 14

年法律第 189 号）第 12 条第１項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては所轄

の学校及び学校法人等並びに域内の市（指定都市及び中核市を除く。）区町村長に対し

て、各指定都市・中核市市長におかれては所管の認定こども園に対して、附属学校を

置く各国公立大学法人の長におかれてはその管下の学校に対して、各文部科学大臣所

轄学校法人理事長におかれてはその設置する学校に対して、厚生労働省社会・援護局

長におかれては所管の専修学校高等課程に対して、周知されるようお願いします。 

以上 

 

 

 

＜本件連絡先＞ 

文部科学省 

初等中等教育局 健康教育・食育課 

03-5253-4111（内 2918） 



別添  
卒業式におけるマスクの取扱い等について   

学校の卒業式は、児童生徒が厳粛で清新な気分を味わい、それまでの学校生活を振

り返るとともに、新しい生活の展開への動機付けの機会ともなる有意義な教育活動で

あり、これまでも地域の感染状況を踏まえつつ、開催方法を工夫しながら実施してい

ただいているところです。 
このたび、卒業式の教育的意義を考慮し、児童生徒及び教職員は、式典全体を通じ

てマスクを着用せずに出席することを基本とした上で、実施に当たっての基本的な方

針を下記のとおり定めました。 
学校の設置者及び学校においては、この基本的な方針を踏まえ、卒業式の適切な実

施に努めていただくようお願いします。  
１ 基本的な考え方  ○ 児童生徒及び教職員については、入退場、式辞・祝辞等、卒業証書授与、送辞・
答辞の場面など、式典全体を通じてマスクを外すことを基本とする。 
○ 来賓や保護者等はマスクを着用するとともに、座席間に触れ合わない程度の距
離を確保した上で、参加人数の制限は不要。  

２ 入退場  ○ 児童生徒の入退場時は、マスクを外して差し支えありません。   
３ 式辞等  ○ 壇上での校長等による式辞や来賓等による祝辞、開式・閉式の辞等の時は、児
童生徒との十分な身体的距離が確保されていることから、児童生徒はマスクを外

して差し支えありません。  ○ また、壇上で式辞や祝辞等を述べる校長や来賓等も、周囲の者と十分な身体的
距離が確保できることから、マスクを外して差し支えありません。  

４ 卒業証書授与  ○ 卒業証書が授与される時は、児童生徒はマスクを外して差し支えありません。
卒業証書を授与する校長等においても同様です。  

５ 送辞・答辞  ○ 在校生送辞、卒業生答辞の場面においては、十分な身体的距離が確保できるこ
とから、送辞・答辞を述べる児童生徒は、マスクを外して差し支えありません。

また、これらを聞く児童生徒も、マスクを外して差し支えありません。 



６ 国歌・校歌等の斉唱、合唱等  ○ 国歌・校歌等の斉唱や合唱を行う時や、複数の児童生徒による、いわゆる「呼
びかけ」を実施する時は、マスクの着用など一定の感染症対策を講じた上で実施

します。なお、「呼びかけ」の時に歌を歌う場合も同様です。  
７ 留意事項  ○ 卒業式の実施に当たっては、換気対策機器の活用による効果的な換気の実施や、
参加者への咳エチケットの推奨、手の消毒や手洗い等の手指衛生など、必要な感

染症対策を講じること。 
○ 来賓や保護者等に対してはマスクの着用を求めるとともに、着席を基本とし、
座席間に触れ合わない程度の距離を確保すること。その上で、感染対策上での、

来賓や保護者等の参加人数の制限は必要ないこと。 
○ 発熱に限らず、咽頭痛や咳等、普段と異なる症状のある者については、卒業式
への参加を控えるよう徹底すること。 
○ 基礎疾患があるなど様々な事情により、感染不安を抱き、マスクの着用を希望
したり、また、健康上の理由によりマスクを着用できない児童生徒もいることな

どから、学校や教職員がマスクの着脱を強いることのないようにすること。また、

児童生徒の間でもマスクの着用の有無による差別・偏見等がないよう適切に指導

を行うこと。 
○ 卒業式の実施方法については、児童生徒や保護者に対して、丁寧な説明や情報
発信を行うこと。 
○ 幼稚園・認定こども園の卒園式について、小学校就学前の幼児については、こ
れまでもマスク着用を一律に求めないとしてきたところであるが、地域の感染状

況等を踏まえ、必要に応じて上記の取扱いを参照すること。また、教職員や来賓、

保護者等のマスク着用等については上記の取扱いに準じること。   
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